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１  はじめに 
 

 

 県では、県民、事業者、市町村とともに、循環型社会の形成に向けて、廃棄物の排出抑制、循環的

利用、適正処理を進めていくため、平成 22年度に「沖縄県廃棄物処理計画」（以下「第三期計画」と

いう。）を策定し、その推進を図ってきました。 

 排出抑制や最終処分量の減少など、一定の成果があがっていますが、循環型社会の形成に向けて、

より一層の排出抑制やリサイクルを推進し、低炭素社会との統合の観点にも配慮して取り組みを進め

るとともに、最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄等の課題を解決するための取り組みをさらに

推進することが求められています。 

 そこで、第三期計画の達成状況、本県の廃棄物を取り巻く現状や課題等を踏まえ、県民、事業者、

市町村及び県の適切な役割分担のもと、相互に連携して、循環型社会の形成に向けた取り組みを一層

進めていくため、第四期の「沖縄県廃棄物処理計画」を策定しました。 

 

 

 廃棄物処理計画は、環境負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を形成し、県土の生活環境

の保全と社会経済活動の健全な発展につなげるため、本県における廃棄物の排出抑制、減量化、適正

処理に関する基本的な方向を定め、県民、事業者及び行政が一体となって取り組みを進めるための指

針となるものです。 

 

 

 本計画の対象期間は、平成 28年度から平成 32年度までの 5ヵ年とし、平成 32年度を目標年度とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画策定の趣旨 

計画の性格 

計画の期間 

循環型社会とは？！ 

廃棄物の発生抑制､適正利用及び適正処

分が確保されることによって､天然資源

の消費を抑制し､環境への負荷ができる

限り低減される社会のことです。 

資料：環境省 

リデュース､リユース､リサイクルの３つの頭文字をとって､３Ｒといいます。 

生産 
(製造､流通等) 

消費･使用 

廃棄 

最終処分 

(埋立) 

天然資源投入 

処理 
(再生､焼却等) 

【２番目】 

リユース 

再使用 

【３番目】 

マテリアルリサイクル 

再生利用 

【４番目】 

サーマルリサイクル 

熱回収 

【５番目】 

適正処分 

天然資源の消費の抑制 

 

【１番目】 

リデュース 

廃棄物等の発生抑制 
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２  廃棄物処理の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 現状と将来予測 

 ごみの排出量は、平成 20 年度から平成 24 年度にかけて増加傾向にありましたが、平成 25 年

度は減少に転じています。県民の生活スタイルや市町村のごみ処理体制が現状のまま続くとする

と、排出量は増加すると予測されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リサイクル率は、平成 20年度に 12.3％だったものが、平成 25年度には 15.3％と増加していますが、

全国平均値を下回っています。一方、最終処分率は平成 20 年度に 9.0％だったものが平成 25 年度に

は 6.0％と 3ポイント減少しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

一般廃棄物(ごみ)の現状、将来予測及び課題 

人口とごみ排出量の推移 ごみ排出量の将来予測 

リサイクル率 最終処分率 

425  427  431  442  448  436  

1,399  1,408  1,416  1,426  1,437  1,441  

0

500

1,000

1,500

0

200

400

600

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

排出量 人口 

(千ｔ/年) 
(千人) 

280.3 282.5 289.0 291.0 291.9 

145.4 154.4 
159.9 

175.4 
195.4 

425.7 
436.9 

448.9 
466.4 

487.2 

0

100

200

300

400

500

平成20年度 平成25年度 平成27年度 平成32年度 平成37年度 

生活系ごみ 事業系ごみ (千ｔ/年) 

予測値 実 績 

一般廃棄物と産業廃棄物の区分 

※産業廃棄物以外のもの 

※事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた 20 種類 

※一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ 

※商店･オフィス･レストラン等の事業活動に伴って生じたごみ 廃 棄 物 

産業廃棄物 

一般廃棄物 事 業 系 

生 活 系 

し 尿 

ご み 

20.3% 20.5% 20.8% 20.6% 20.5% 20.6% 

12.3% 

13.7% 
12.7% 

15.4% 
14.4% 

15.3% 

5

10

15

20

25

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

沖縄県 

 全国  

( % ) 

11.5% 

11.0% 
10.7% 10.6% 

10.3% 
10.1% 

9.0% 

8.3% 

7.4% 

6.0% 6.0% 6.0% 

5

7

9

11

13

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

沖縄県 

 全国  

( % ) 
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２ 課題 

 ごみの排出量は、市町村のごみ処理体制が現状のまま続くと、増加すると予測されます。 

 リサイクル率は、増加傾向にあるものの、主に紙類、プラスチック類の再資源化量が少なく、

全国平均値を下回っています。 

 そのため、市町村と連携し、排出抑制、分別収集の取り組みを強化するとともに、県民意識の

一層の向上を図る必要があります。 

 

 

 

１ 現状と将来予測 

 産業廃棄物の排出量は、平成 6 年度以降減少傾向にあります。事業者による取り組みや経済状

況等が今後も同様に続くとすると、排出量全体はほぼ横ばいで推移すると予測されます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 25年度ごみ処理フロー 

産業廃棄物の現状、将来予測及び課題 

発生･排出状況の推移 排出量の将来予測(処理別)  

ごみ処理量  436.0 

直接資源化量  8.2 

直接最終処分量 2.9 

中間処理量  424.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接焼却量 

375.4 

焼却以外の中間処理量 

49.5 

1,826 

1,875 

1,938 

1,947 

2,290 

333 

207 

210 

222 

376 

2,160 

2,082 

2,148 

2,169 

2,666 

0 1,000 2,000 3,000

平成25年度 

平成20年度 

平成15年度 

平成11年度 

平成6年度 

排出量 有償物量 

(千t/年) 

減量化量 

853  

減量化量 

855  

減量化量 

855  

再生利用量 

910  

再生利用量 

917  
再生利用量 

901  

最終 

処分量 

61 

最終 

処分量 

62 

最終 

処分量 

61 その他量 

2  その他量 

2  

その他量 

2  

1,826  1,836  1,819  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成25年度 平成32年度 平成37年度 

(千ｔ/年) 

予測値 実 績 

総人口 

1,441,361 人 

 

計画収集人口 

1,441,332 人 

自家処理人口 29 人 

減量化量 

343.6 

（78.8%） 

最終処分量 26.2 (6.0%) 

総資源化量 

66.6（15.3%） 

ごみ排出量  436.4 

計画収集量 417.6 

混合ごみ   0 

可燃ごみ 362.2 

不燃ごみ   9.1 

資源ごみ  41.4 

粗大ごみ   4.7 

その他ごみ  0.2 

自家処理量 0.01 

直接搬入量 18.3 

集団回収量  0.5 

※( )の数値は､排出量に対しての割合を示している。 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 

※ごみ排出量とごみ処理量については､計量方法の違い等により合計が一致しない。 

(単位：千ｔ/年) 

最終処分量 

23.3 

資源化量 

57.9 

減量化量 

343.6 
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 再生利用量を種類別にみると、がれき類が最も多く 50.0％を占めており、次いでばいじん、動植物

性残さの順となっています。一方、最終処分量ではガラス･コンクリート･陶磁器くずが最も多く、次

いでがれき類、廃プラスチック類の順となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課題 

 排出量は減少傾向にありますが、業種や種類、地域によっては逆に増加しているものもあるこ

とから、引き続き排出抑制等の取り組みが必要です。 

 再生利用量については、経年的には増加する傾向にありますが、近年は横ばい状態にあり、さ

らなる取組みの強化が必要です。 

 処理業者が所有する管理型処分場の残余容量がひっ迫した状態が続いており、管理型処分場の

確保が重要な課題となっています。  

種類別 再生利用量 種類別 最終処分量 

平成 25年度産業廃棄物処理フロー 

がれき類 

455  

50.0% 

ばいじん 

120  

13.2% 

動植物性残さ 

94  

10.3% 

汚泥 

79  

8.7% 
ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 

･陶磁器くず 

50 

5.5% 

鉱さい 

30  

3.3% 

木くず 

30  

3.3% 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

6  

0.7% 

燃え殻 

2  

0.2% 
その他の種類 

44 

4.8% 

再生利用量 

910千t/年 

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･ 

陶磁器くず 

17  

27.4% 

がれき類 

15  

24.2% 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

15  

24.2% 

燃え殻 

6  

9.7% 

ばいじん 

4  

6.5% 

汚泥 

2  

3.2% 

木くず 

1  

1.6% 

その他の種類 

2  

3.2% 

最終処分量 

61千t/年 

直接 

再生利用量 

59 
（3.2%） 

排出量 

1,826 
〈84.6%〉 

（100.0%） 

資源化量 

1,243 
〈57.6%〉 

その他量 

2 
〈0.1%〉 

（0.1%） 

減量化量 

853 
〈39.5%〉 

（46.7%） 

残さ量 

887 
（48.6%） 

最終処分量 

61 
〈2.8%〉 

（3.4%） 

直接 

最終処分量 

27 
（1.5%） 

中間処理量 

1,740 
（95.3%） 

発生量 

2,160 
〈100.0%〉 

再生利用量 

910 
（49.8%） 

有償物量 

333 
〈15.4%〉 

中間処理後 

最終処分量 

35 
（1.9%） 

※〈 〉は発生量に対する割合を示し、( )は排出量

に対する割合を示している。 

※図中の数値は､四捨五入の関係で合計と個々の計

が一致しない場合がある。 

(単位：千ｔ/年) 
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３  循環型社会の形成にむけて 
 

 

 「循環型社会」では、できる限り廃棄物を出さないようにすることが何よりも重要です。ものを大

切にし、できるだけ長く使い、繰り返して使えないものは資源としてリサイクルしていくことになり

ます。さらに、どうしても資源として利用できない廃棄物については、安全かつ適正に処理されなけ

ればなりません。 

 

 

 

① 排出量を現状（平成 25年度）に対し、2.5％削減します。 

② １人１日当たりの家庭系ごみ排出量を現状（平成 25年度）に対し、2.5％削減します。 

③ 再生利用量を排出量の 22％とします。 

④ 最終処分量を排出量の 5％とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 排出量を現状（平成 25年度）と同程度に抑制します。 

② 再生利用量を排出量の 51％とします。 

③ 最終処分量を現状（平成 25年度）に対し約 1％削減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

循環型社会形成に向けた基本的な考え方 

循環型社会形成のための目標 

一般廃棄物の減量化の目標【平成 32年度】 

産業廃棄物の減量化の目標【平成 32年度】 

中間処理による減量 中間処理による減量 
中間処理による減量 

再生利用量 67(15%) 
再生利用量 71(15%) 

再生利用量 94 (22%) 

最終処分量 

26(6%) 

最終処分量 

29(6%) 最終処分量 

21(5%)  
436  

466  
425  

472  487  
460  

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

600

700

H25(実績) H32(予測値) H32(目標値) 

１人1日当たりの家庭系ごみ排出量 
(千ｔ/年) (ｇ/人･日) 

中間処理による減量等 中間処理による減量等 中間処理による減量等 

再生利用量 

910(49.8％) 

再生利用量 

917(50.0％) 
再生利用量 

931(51.0％)  

最終処分量 

61(3.4％) 

最終処分量 

62(3.4％) 

最終処分量 

60(3.3％)  1,826  1,836  1,826  

0

500

1,000

1,500

2,000

H25(実績) H32(予測値) H32(目標値) 

(千ｔ/年) 



- 6 - 

 

① 家庭から排出される食品廃棄物に占める食品ロス(本来食べられるにもかかわらず捨てられる食

品)の割合の調査を実施したことがある市町村数が、5市町村となるよう取り組みを推進していきま

す。 

② 特定家庭用機器一般廃棄物の回収体制を構築している市町村の割合が、現状（平成 26年度：28市

町村（68.3%））に対し、100％となるよう取り組みを推進していきます。 

③ 使用済小型電子機器等の再生のための回収を行っている市町村の割合が、現状の 22％（平成 25年

度：9市町村）に対し、80％（33市町村）となるよう取り組みを推進していきます。 

 

 

 本計画の目標達成に向け、県民、事業者、処理業者及び行政の適切な役割分担のもと、相互に連携・

協働して、循環型社会・低炭素社会の形成に向けた責任と役割を果たしていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他の目標【平成 30年度】 

各主体の役割分担 

「もったいない」の意識をもって行動 
 

 ☆大量消費･大量廃棄型のライフスタイルの

見直し 

 ☆マイバッグの持参 

 ☆環境配慮型商品の購入 

 ☆ごみの分別収集等への協力   等 

廃棄物の処理責任を自覚して行動 
 

 ☆原材料の選択､製造工程や輸送工程の工夫 

 ☆リサイクルが容易な商品の開発･製造 

 ☆適正処理 

 ☆環境マネジメントへの取り組み   等 

全県的､広域的な観点から行動 
 

 ☆県民､ＮＰＯ､県内事業者等の取り組みを

促進 

 ☆廃棄物関連施策の適切な実施 

 ☆適正処理の確保､不適正処理の防止 

 ☆率先行動､温暖化対策の推進   等 

一般廃棄物の処理責任者として行動 
 

 ☆一般廃棄物処理計画の策定 

 ☆ごみ処理の有料化の導入･検討 

 ☆焼却処理施設における熱回収やバイオマ

ス利活用の促進 

 ☆住民や事業者による取り組みの支援 等 

 

沖縄県 市町村 

県民 事業者 
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４  循環型社会の形成に向けた主要施策 

 本計画の目標を達成するとともに､循環型社会の形成に向け､県では以下のような施策を実施してい

きます｡ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

１ 発生・排出抑制及び循環的利用に関する主要施策 

２ 適正処理に関する主要施策 

①ごみ減量化等の推進 ②環境美化の促進 

③環境保全率先実行計画の推進とエコアクション21等の促進 

④「おきなわアジェンダ21県民環境フェア」における普及啓発 ⑤環境教育の推進 

⑥グリーン購入の推進 

１）普及啓発の推進及び効果的なネットワークの形成 

①分別収集及び資源化の促進    ②容器包装リサイクルの促進   ③家電リサイクルの促進 

④小型家電リサイクルの促進    ⑤パソコンのリサイクルの促進  ⑥食品リサイクルの促進 

⑦建設廃棄物のリサイクルの促進  ⑧使用済自動車リサイクルの促進 ⑨溶融スラグの有効利用 

⑩家畜排せつ物のリサイクルの促進 ⑪農業用廃プラスチック類のリサイクルの促進 

⑫下水汚泥のリサイクルの促進   ⑬バイオマスの利活用の促進 

⑭リサイクルに取り組む事業者への支援 

２)リサイクルの促進 

 

①リサイクル技術・製品等の開発  ②再生品の利用拡大  ③リサイクル等に関する情報発信 

３)リサイクルの振興 

①産業廃棄物税による排出抑制､循環的利用及び適正処理の推進  ②ごみ処理の有料化の促進 

４) 経済的手法の導入 

①産業廃棄物の適正処理の推進に向けた監視・指導     ②不法投棄等の防止対策 

③優良な産業廃棄物処理業者の育成            ④産業廃棄物の併せ処理の推進 

１）適正処理の推進 

①講習会等を通じた普及啓発活動の推進          ②合併浄化槽の普及促進 

２）生活排水処理対策 

①感染性廃棄物  ②廃石綿等  ③特定有害産業廃棄物  ④水銀廃棄物対策 

３）特別管理廃棄物対策 

①適正な保管の指導･保管及び処理状況の公表       ②中小企業への助成 

４）ＰＣＢ廃棄物対策 
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５  計画の推進 

 循環型社会の形成を図るため、下図で示す「ＰＤＣＡサイクル（Plan、Do、Check、Act）」による継

続的な計画の進行管理を行います。 

 5年毎に本計画の全体的な見直しを行い、実効性が高く、県民、事業者、ＮＰＯ及び行政の各層の

取り組みを高めていく計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 循環型社会形成のための基盤整備 

５ 災害廃棄物対策 

①一般廃棄物処理施設の対策  ②産業廃棄物処理施設の対策 

５）ダイオキシン類対策 

①連絡体制の構築       ②情報公開及び立入検査 

６）米軍基地の廃棄物対策 

①海岸清掃活動        ②発生抑制にかかる普及啓発 

７）海岸漂着物対策 

 

①処理施設の整備推進     ②最終処分場の延命化     ③廃棄物処理事業コストの把握 

１）一般廃棄物処理体制の確保 

①自己完結型の産業廃棄物処理の促進 ②周辺環境に配慮した処理施設の整備促進 

③公共関与事業の推進 

２）産業廃棄物処理体制の確保 

①家電リサイクルの促進 ②使用済自動車リサイクルの促進 ③離島地域におけるリサイクルの促進 

④ごみ処理広域化の推進 ⑤産業廃棄物の併せ処理の推進  ⑥海岸漂着物対策 

４ 離島の廃棄物対策 

計画 

（Plan） 

実施 

（Do） 

点検 

（Check） 

見直し 

（Act） 
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